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資料１-２



佐久市地域防災計画 新旧対照表（第２編 風水害編） 
新 旧 備考欄 

 

第２章 災害予防計画 

 

第５節 広域相互応援計画 

 

１ 相互応援協定の締結等 

（２）関係団体等との協定 

協定名 協定締結先 備考 

大規模災害時に

おける応急対策

業務に関する協

定 

（資料５－35） 

長野県建設業協会 

佐久支部 

長野県建設業協会 

南佐久支部 

 

市内の建設業団体等のみでは応急

対応ができない大規模災害時等

に、協会を通じて全県に応援を要

請することができる。 

 

 

２ 相互応援体制の整備 

（３）佐久市災害時受援計画に基づき、国や他の地方公共団体等からの応援職 

員等の受入れや、受援担当者の選定、情報共有、応援職員等の執務スペー 

スの確保等、各種調整を行うものとする。その際、感染症対策のため、適 

切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 

 

第５節 広域相互応援計画 

 

１ 相互応援協定の締結等 

（２）関係団体等との協定 

協定名 協定締結先 備考 

大規模災害時に

おける応急対策

業務に関する協

定 

（資料５－35） 

長野県建築士会

佐久支部 

長野県建築士会

南佐久支部 

 

市内の建設業団体等のみでは応急

対応ができない大規模災害時等

に、協会を通じて全県に応援を要

請することができる。 

 

 

２ 相互応援体制の整備 

（３）佐久市災害時受援計画に基づき、国や他の地方公共団体等からの応援職 

員等の受入れや、受援担当者の選定、情報共有、応援職員等の執務スペー 

スの確保等、各種調整を行うものとする。その際、新型コロナウイルス感 

染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P84-1 

協定締結先の誤りを修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P84-2 

風水害編第３章第４節

に付随して修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐久市地域防災計画 新旧対照表（第２編 風水害編） 
新 旧 備考欄 

 

 

第 12 節 避難収容活動計画 

 

１ 避難場所の確保 

（８）感染症の自宅療養者等の避難の確保を図るため、突発災害時等にも自宅 

療養者等がすぐに避難できるよう、避難先の確保に努めるものとする。 

災害の危険が切迫した場合の住民等の安全を確保するために、その危険 

から緊急的に逃れるための指定緊急避難場所を、あらかじめ指定しておく 

必要がある。 

指定緊急避難場所については、洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地 

震、大規模な火事、内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道 

等の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないこと 

による浸水）、噴火に伴う火山現象の各現象に対応するため、災害に対し 

て安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及 

び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害発生時 

に迅速に指定緊急避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するも 

のを指定するものとする。なお、指定緊急避難場所となる都市公園等のオ 

ープンスペースについては、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空 

間とすることに努めるものとする。 

指定緊急避難場所については、必要に応じ隣接市町村と緊急避難場所の 

相互提供等について協議しておき、他の市町村からの被災者を受け入れる 

ことができるよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 節 避難収容活動計画 

 

１ 避難場所の確保 

（８）新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の避難の確保を 

図るため、突発災害時等にも自宅療養者等がすぐに避難できるよう、避難 

先の確保に努めるものとする。 

災害の危険が切迫した場合の住民等の安全を確保するために、その危険 

から緊急的に逃れるための指定緊急避難場所を、あらかじめ指定しておく 

必要がある。 

指定緊急避難場所については、洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地 

震、大規模な火事、内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道 

等の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないこと 

による浸水）、噴火に伴う火山現象の各現象に対応するため、災害に対し 

て安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及 

び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害発生時 

に迅速に指定緊急避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するも 

のを指定するものとする。なお、指定緊急避難場所となる都市公園等のオ 

ープンスペースについては、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空 

間とすることに努めるものとする。 

指定緊急避難場所については、必要に応じ隣接市町村と緊急避難場所の 

相互提供等について協議しておき、他の市町村からの被災者を受け入れる 

ことができるよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P100 

風水害編第３章第４節

に付随して修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐久市地域防災計画 新旧対照表（第２編 風水害編） 
新 旧 備考欄 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第 18 節 保健衛生、感染症予防活動 

 

１ 感染症予防活動 

（６）被災地において感染症の患者又は無症状病原体保有者が発生した場合

は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、「感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく消毒や、予防

接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施するものとする。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局にお

いて避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、災害時には、関係機関と

連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・調整を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第 18 節 保健衛生、感染症予防活動 

 

１ 感染症予防活動 

（６）被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又

は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携して、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律」に基づく消毒や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応

じて実施するものとする。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局にお

いて避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、災害時には、関係機関と

連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・調整を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P386 

風水害編第３章第４節

に付随して修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


